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福祉共生部 
共生社会推進室 

地域福祉課 

 

１ 地域福祉審議会の開催 

市の地域福祉施策に関する事項についての調査審議を行うもの。 

「第２次三田市地域福祉計画中間評価・見直し」の進捗状況の報告を１回行った。 

 

２ 救急医療情報キット配布支援事業 

ひとり暮らしの高齢者や障害者世帯等が、かかりつけ医や持病、緊急連絡先等を記入した救急医

療情報用紙を専用容器に入れ、家屋内のわかりやすい場所（冷蔵庫）に保管いただくことで、いざ

という時の安全と安心を高めるもの。 

 

３ 戦没者追悼式 

日   時： 令和２年 11 月 10 日（火） 

場   所： 三田市総合文化センター「郷の音ホール」小ホール 

出 席 者： 59 人 

 

４ 戦没者遺族の方への援護 

傷病により死亡した軍人、軍属の遺族に対しては、公務扶助料あるいは遺族年金等が支給される

ほか、戦没者の妻及び子も孫もいない母に対しても特別給付金が支給される。 

なお、公務扶助料等の受給者がいない遺族には特別弔慰金が支給される。 

 

５ 民生委員児童委員協議会 

（1）組織 

    三田市民生委員児童委員協議会は、三田地区、三輪地区、広野地区、小野・高平地区、

藍・本庄地区、フラワータウン地区、すずかけ台・けやき台地区、あかしあ台・ゆりのき台・

学園地区の８つの地区協議会で構成され、各地区協議会の代表者等による正副会長会、評議

員会、研修部代表者会及び主任児童委員部会を組織している。 

 

（2）構成員（令和元年12月1日からの定数） 

ア 民生委員・児童委員    218名 

イ 主任児童委員        10名 

ウ 民生・児童協力委員    436名 

（3）主な活動 

ア 個別援助活動 

イ 在宅福祉のためのネットワ－クづくり 

ウ 福祉コミュニティづくりの推進 

エ 児童の健全育成活動 

オ 研修部活動 
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６ 民生委員推薦会 

欠員補充のため、令和２年６月２日、令和３年２月４日の計２回、民生委員推薦会を開催

し、県知事に推薦を行った。 

 

７ ふれあい活動推進事業 

（1）目的 

だれもが安心して豊かに暮らす地域づくりのために行っている住民の自主的な活動であ

り、市内９地区に「ふれあい活動推進協議会」を設立して事業を実施している。 

 

（2）事業 

「各地区のふれあい活動推進協議会」では、地域社会において、ふれあいを基調とした

次のような活動に取り組んでいる。 

ア 小地域高齢者のつどい（概ね自治区単位） 

イ ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、外出困難な高齢者などを小地域で支えるネ

ットワ－クづくり、ひとり暮らし高齢者との交流のつどい 

ウ 福祉や保健ニ－ズの発見、情報収集 

エ 友愛訪問、声かけ活動 

オ 住民座談会 

カ 健康講座 

キ 地域での世代間交流事業 

ク 地域ボランティア講座など人材育成事業 

 

８ 日本赤十字活動事業 

日本赤十字社兵庫県支部の三田市地区として、区・自治会等の協力により赤十字会員増強運

動、災害援助活動等を行っている。集まった活動資金は当地区における赤十字社活動はもとよ

り、医療事業、血液事業また救急法の普及活動にも役立てられている。自然災害時の義援金受

付、復興支援活動にも積極的に取り組んでいる。 

  また、平成20年度から三田市地区独自の災害見舞金制度を運営している。 

   日本赤十字社三田市地区災害見舞金等の支給 

 被害程度 見舞金の額 

全 壊 

全 焼 

全流失 

 

１世帯につき ２０，０００円 

半 壊 

半 焼 

半流失 

 

１世帯につき １０，０００円 

床上浸水 １世帯につき  ５，０００円 

重 傷 者 １人につき  １０，０００円 
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９ 災害救助 

三田市災害見舞金等の支給 

被害程度 見舞金等の額 

全 壊 

全 焼 

全流失 

 

１世帯につき ３０，０００円 

半 壊 

半 焼 

半流失 

 

１世帯につき ２０，０００円 

床上浸水 １世帯につき  ５，０００円 

死  者 １人につき  ２０，０００円 

重 傷 者 １人につき  １０，０００円 

 

１０ 福祉バス借上事業補助制度 

福祉・保健団体がその活動の向上を目的に実施する研修等の事業や、日頃外出の機会が少ない

障害者や高齢者の外出支援などで使用する借り上げバス費用の一部を補助。（事業主体の三田市

社会福祉協議会への補助） 

（1）実施件数 ９回 

   【補助基準】 

 使用の条件等 

車イ

ス 

乗車 

バス種類 

助成率 (  )は限度額 

1台目 2台目 

（1） ２９名～ 

無 

大型バス １／２ 

(40,000円) 

１／４ 

(20,000円) 

（2） １０名～２８名 マイクロバス等 １／２ 

(30,000円) 

１／４ 

(15,000円) 

（3） ２９名～(障害者団体及び小地

域のつどい･サロン運営団体) 

無 

大型バス ３／４ 

(60,000円) 

１／２ 

(40,000円) 

（4） １０名～２８名(障害者団体及

び小地域のつどい･サロン運営

団体) 

マイクロバス等 
３／４ 

(45,000円) 

１／２ 

(30,000円) 

（5） リフト付き中型バス等の乗車定

員数を超える場合 

有 リフト付き大型バ

ス 

３／４ 

(70,000円) 

（6） リフト付き中型バス等乗車定員

数まで 

有 リフト付きマイク

ロバス又は中型バ

ス 

３／４ 

(60,000円) 

（7） （１）～（６）と福祉タクシー

を併用 

有 福祉タクシー 10／10 

(30,000円) 

（8） 災害ボランティア支援 無 大型バス等 10／10 

(200,000円) 
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生活支援課 

 

１ 生活保護 

生活保護は、憲法第 25 条に規定する理念に基づき「健康で文化的な最低限度の生活」を保障す

るとともに、世帯の自立を助けることを目的として行っている。 

（1）保護状況（令和 3年 3月末現在） 

被保護世帯     305 世帯 

被保護人員     385 人 

保護率       0.35％ 

 

（2）過去 3年間の保護費支給状況                    （単位：千円） 

扶助の種類 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

生 活 扶 助 166,248 164,366 169,788 

住 宅 扶 助 67,975 67,395 72,034 

教 育 扶 助 1,929 1,606 2,127 

介 護 扶 助 7,928 8,772 8,822 

医 療 扶 助 469,505 467,005 522,881 

出 産 扶 助 0 0 115 

生 業 扶 助 898 488 441 

葬 祭 扶 助 2,035 2,935 1,050 

就 労 自 立 給 付 金 247 409 76 

進 学 準 備 給 付 金 0 0 100 

施 設 事 務 費 10,185 12,659 13,991 

計 726,950 725,635 791,425 

月 平 均 世 帯 数 280 285 295 

月 平 均 人 数 363 360 371 

 

（3）生活保護法第 38 条による救護施設入所措置 

身体上または精神上著しい障害がある為に、日常生活が困難な要保護者を入所させて、生活扶

助を行っている。 

（令和 3年 3 月末現在） 

施 設 名 所 在 地 入所者数 

桃 李 園 加東市稲尾 383-40 5 名 

三 恵 園 豊能郡能勢町大里 222-4 1 名 

 

２ 外国籍高齢者等特別給付金、外国籍重度障害者等特別給付金 

老齢または障害を事由として給付される国民年金の受給資格を国籍要件のために得ることがで

きなかった在日外国籍高齢者、重度障害者等に対し、福祉給付金を支給している。 
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（1）三田市外国籍高齢者等特別給付金の支給状況             （令和 2 年度） 

対  象 金   額 受給者数 

制 度 的 な 高 齢 無 年 金 者 
一人あたり 年額 400,500 円 

（月額 33,375 円） 
1 名 

   

（2）三田市外国籍重度障害者等特別給付金の支給状況           （令和 2 年度） 

対  象 金   額 受給者数 

制度的な重度障害無年金者 
一人あたり 年額 977,124 円 

（月額 81,427 円） 
1 名 

制度的な中度障害無年金者 
一人あたり 年額 390,840 円 

（月額 32,570 円） 
0 名 

 

３ 中国残留邦人等の方への支援給付制度 

中国残留邦人等の特別な事情に鑑み、安心して老後の生活が送れるよう平成 20 年 4 月 1 日か

ら法律に基づき施行された制度。老齢基礎年金を満額支給してもなお生活の安定が十分に図れな

い場合に中国残留邦人等及びその配偶者の方々に支給。（令和 3年 3 月末対象者：0名） 

 

４ 権利擁護支援事業 

三田市権利擁護・成年後見支援センターにおいて、権利擁護支援を必要とする高齢者や障害者

等への総合的な相談支援及び成年後見制度の利用に係る相談支援のほか、市民向け啓発研修会等

を実施。（令和２年度：新規相談件数 73 件、延べ相談件数 154 件） 

 

５ 生活困窮者自立支援事業 

（1）自立相談支援事業 

  三田市権利擁護・成年後見支援センターにおいて、生活困窮者等を対象に、就労その他の自

立に関する相談支援、個々人の状態にあったプラン（自立支援計画）の作成等を実施。 

（令和２年度：新規相談件数 142 件、延べ相談件数 671 件） 

（2）住居確保給付金事業 

離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した者又は喪失のおそれがある者のうち、就労能

力及び就労意欲がある者に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給し、住居及び就労機会

の確保に向けた支援を目的として実施。支給期間は原則 3 ヶ月間（一定の条件の下、最大 9 ヶ

月受給可能）。（令和２年度受給世帯数：38 件） 

【支給限度額（月額）】単身世帯    32,300 円 ２人世帯 39,000 円 

            ３人～５人世帯 42,000 円 ６人世帯 45,000 円 

            ７人以上世帯  50,400 円 

（3）一時生活支援事業 

住居のない生活困窮者であって、収入等が一定水準以下の者に対して、一定期間内に限り、

宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施。（令和２年度対象者数：3 名） 
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人権推進課 

 

１ 人権のまちづくり推進事業 

     三田市人権施策基本方針（令和元年１０月改訂）に基づき、部落差別をはじめ

個々の人権問題の現状や課題から人権施策の方向性を検討するため、「三田市人権

のまちづくり推進本部」と「三田市人権のまちづくり推進委員会」を設置し、市民

との協働により人権のまちづくりを推進する。 

  

(1) 施策推進体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 三田市人権のまちづくり推進委員会（第７期：令和元年１０月２５日～令和３

年１０月２４日） 

 ア 委 員：１３名（学識経験者１名、団体推薦１２名） 

 イ 諮 問：人権意識調査等の実施 

ウ 会 議：委員会 ３回 

      正副委員長会 1回 

 

(3) 三田市人権のまちづくり推進本部     

 ア 本部会議 

(ア) 委 員：１６名（経営会議構成員に準ずる） 

(イ) 内 容：実施せず  

 イ 幹事会 

 (ア) 委 員：２３名（総合調整会議構成員に準ずる） 

 (イ) 内 容： 実施せず 

ウ 性的マイノリティ支援検討委員会 

  (ア) 委 員：１７名（関係所管課長） 

  (イ) 内 容：啓発・研修・相談等取組内容について 

        パートナーシップ宣誓制度のサービス適用拡大について 

  

 

総合的・横断的な 

人権施策の推進 

 

人権相談体制の充実 

 

人権教育・啓発の推進 ユニバーサルデザインに

よるまちづくりの推進 
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２ 人権教育・啓発事業 

  三田市人権施策基本方針の理念に基づき、部落差別を人権問題の重要な柱として

とらえ、今なお存在する差別の実態に学びながら、あらゆる機会に教育・啓発の

推進に努める。 

 (1) 学習支援体制の充実 

地域や各種組織、団体、事業所等における人権教育を推進するため主体的な

学習活動を支援する。 

  ア 人権学習支援体制 

     (ア) 人権教育推進窓口体制 

       各組織・団体における主体的な人権学習の活性化を図るため、市の関係

部署が担当業務と関連づけて人権学習の窓口となり、学習相談・連絡調整

等を行う。 

   (イ) 人権研修ブロック編成 

      各組織・団体における主体的な人権学習の深化・充実を図るため、市

管理職により担当ブロックを編成し学習協力及び支援活動を行う。 

  イ 学習相談、学習協力 

     人権教育推進員の配置 

ウ 教材ライブラリ「学びの蔵」作成配布、視聴覚教材の貸出し（貸出数：延

べ１５０本） 

  エ 各種啓発資料作成 

 

(2) 学習機会の提供(人権啓発講座、行政職員・教職員研修) 

すべての人が幸せを感じる人権のまちづくりを実現するため、多様な学習機

会の一環として、「市民啓発講座」と「行政職員・教職員研修」を開催する。 

ア 市民啓発講座 

１講座（オンライン講座） 参加者延べ人数２９名 

イ  行政職員・教職員研修 

  ２講座 参加者延べ人数１１１名 

 

(3) 啓発・広報活動 

啓発、広報活動の充実・人権教育に対する理解を広め、人権意識の普及、高

揚を図るため、様々な機会と場を通した多様な啓発、広報活動を行う。 

  ア 啓発広報紙「人権さんだ」の市内全戸配布（毎月１５日） 

  イ 人権啓発看板設置事業 

     市内公共施設等に設置（９１ケ所） 

  ウ ８月「人権のまちづくりをすすめる市民運動」啓発強調月間の推進 

   (ア) 人権ポスター・標語募集事業  

ａ ポスター応募者数：２９名 

ｂ 標語応募者数：２３８名 
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   (イ) 市内啓発横断幕等設置 

ａ 期 間：７月３１日（金）～８月３１日（月） 

ｂ 設置数：市内３ケ所    

  エ １０月「性的マイノリティ支援強調月間」の推進 

   (ア) 街頭啓発 

ａ 期 間：１２月２日（水） 

※ 例年10月に街頭啓発を行うがコロナ禍のため、12月の人権週間に順延し

啓発する。 

ｂ 場 所：市内１ケ所 

   (イ) 職員研修 

ａ 開催日：１０月６日(火) 

ｂ 場 所：三田市役所 

ｃ 内 容：「セクシュアルマイノリティと災害」 

（講師） 吉田 万里さん 

d 参加者：５８名 

   (ウ) のぼり設置 

ａ 期 間：１０月５日（月）～１０月３０日（金） 

ｂ 設 置：三田市役所 

  オ １２月「人権週間（４日～１０日）」の推進 

   (ア)  人権と共生社会を考える市民のつどい 

ａ 開催日：令和２年１２月５日（土） 

ｂ 場 所：三田市総合文化センター（郷の音ホール）大ホール 

    ｃ 内 容：コロナ禍により中止。 

   (イ) 人権ポスター・標語展示 

ａ 期  間：１１月１日（月）～１１月２６日（木）  

ｂ 場  所：本庁舎１階市民情報広場 

   (ウ) 人権ブックフェアの開催 

ａ 期  間：１２月２日（水）～１２月１０日（木） 

ｂ 場  所：三田市立図書館１階ギャラリー 

ｃ 展示冊数：１７冊 

  (エ)  啓発懸垂幕設置 

ａ 期 間：１２月４日（金）～１２月１０日（木） 

ｂ 設 置：三田市役所 

 

(4) 市民との協働の活性化 

市民と行政が協働する三田市
さ ん だ し

人権
じ ん け ん

を 考
かんが

える会
か い

の一層の活性化を図り、市民参

画による推進を進める。 
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ア 役員研修会 

(ア) 第１回 

ａ 開催日：令和３年３月２日（火） 

ｂ 場 所：市役所「オンライン開催」及び「書面開催」 

 ｃ 内 容：講演会「インターネットの中の人権問題」 

（講師）三澤 雅俊さん 

イ 研究大会「三田幸せプロジェクト～明るい未来へ～」 

（ア） コロナ禍により中止 

（イ）「新型コロナウイルス感染症に関する人権啓発冊子」の制作し配布した。  

  ウ 部会活動 

(ア) 小学校区地域部会 

      地域住民と学校とが一体となり、１９の地域部会がそれぞれの地域に

根ざした人権教育の深化・充実へ向け取り組んでいる。 

(イ) 専門部会 

各組織活動に応じて人権教育を深化・充実させるための研修及び研究

活動を行うことを目的に、１０の専門部会にわかれて活動している。 

  エ その他 

（ア）毎月１５日｢優しさ発見の日」～人権について考える日～、人権のうた 

「私の好きなまち」の啓発 

（イ）実践報告集「つながる」の作成・配布 

   （ウ）ラブピース４コマまんがコンテストの実施（５６５点応募） 

 

３ 人権相談事業 

  人権に関する相談に的確に対応するため、「人権に関する総合相談窓口」「性的

マイノリティ特設電話相談窓口」を設置するとともに、人権擁護委員による相談

日を開設し、人権侵害に対する相談などについて法務局や関係機関と連携を図り

迅速な対応を行う。 

 (1) 人権に関する総合相談窓口 

  ア 場 所：人権推進課併設相談室 

  イ 相談員：人権推進課職員 

  ウ 方 法：面談・電話・ＦＡＸ・Ｅ－ｍａｉｌ 

  エ 実施日：（面談・電話）月曜日～金曜日の９：００～１７：００ 

         ※ＦＡＸ・Ｅ－ｍａｉｌは２４時間受付 

  オ 内 容：人権問題全般に関する相談、人権学習全般に関する相談 

  カ 件 数：（人権相談）１７７件、（学習相談）１５件 

 

（2） 性的マイノリティ特設電話相談 

ア 場 所：人権推進課併設相談室又は相談者自宅等 

  イ 相談員：専門相談員 

  ウ 方 法：電話 
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  エ 実施日：相談したい人と相談員と調整のうえ相談日時を設定 

  オ 受 付：（面談・電話）月曜日～金曜日の９：００～１７：００ 

         ※ＦＡＸ・Ｅ－ｍａｉｌは２４時間受付 

  カ 件 数：７件（居場所作り：１件、性自認：２件、性的指向：４件） 

※上記のうち相談員へ繋いだ件数～０件（性自認：０件、性的指向：０件） 

 

(3) 人権擁護委員による相談 

  ア 場 所：まちづくり協働センター 

  イ 実施日：各月の第４木曜日の１３：００～１６：００ 

※上記以外に５月の「憲法週間」、６月の「人権擁護委員の日」、

１２月の「人権週間」に合わせて臨時相談日を開設 

  ウ 件 数：５件 

 

（4） インターネット差別書き込みモニタリング事業 

ア 実施日：週２回 

  イ 場 所：人権推進課併設相談室 

  ウ 調査員：人権推進課職員 

  エ 方 法：主要掲示板を中心にキーワード入力による検索を行い、悪質な書き

込みに対し削除要請を行う。 

  オ 削除要請：１件 

 

４ 平和推進事業 

  平成元年３月に「非核平和都市宣言」を行い、平和の意義や尊さについて市民が

考える機会として、８月を「平和について考える市民月間」と位置づけ啓発事業

を実施している。 

(1) 平和を考える市民のつどい 

 ア コロナ禍で実施せず 

 

(2) 反戦平和パネル展 

 ア 展示期間：令和２年８月３日（月）～８月２０日（木） 

 イ 展示場所：市役所本庁舎１階市民情報広場 

 

(3) 平和新聞・タイムカプセル展 

 ア 展示期間：令和２年８月３日（月）～８月２０日（木） 

 イ 展示場所：市役所本庁舎１階市民情報広場 

 ウ 内  容：市内小学校による平和新聞等 

        反戦平和パネル 

        戦後５０年記念タイムカプセル収納品   

        戦後７５年市長メッセージ 
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(4) 核実験に対する抗議書の送付 

「非核平和都市宣言」以後、「核兵器の廃絶と軍縮を全世界に訴える」姿勢

のもと、核実験を実施してきている国に対し、「今後一切の核実験を行わず、

一日も早く地球上から核兵器が廃絶されることを求め」強く抗議を行っている。 

  ア 送付日：令和３年１月１８日(月) 

  イ 送付先：アメリカ合衆国 

 

(5) 平和首長会議の加盟 

都市相互の緊密な連帯を通じて、核兵器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起

する取組などを推進し、もって世界恒久平和の実現に寄与することを目的として、

広島市及び長崎市が中心となり昭和５７年に設立された機構である「平和首長会

議」に、平成２５年８月から加盟している。 
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障害福祉課 

１．障害者（児）福祉 

 (1)身体障害者手帳交付の状況          令和３年３月３１日現在 

ア 障害別手帳所持者数                  （単位：人） 
 

視覚障害 
 

 

聴覚障害 
 

 

言語障害 
 

 

肢体不自由 
 

 

内部障害 
 

 

合 計 
 

１８４ ３０５ ５４ ２，２５４ １，３０７ ４，１０４ 

 

イ 等級別手帳所持者数 
 

１ 級 
 

 

２ 級 
 

 

３ 級 
 

 

４ 級 
 

 

５ 級 
 

 

６ 級 
 

 

合 計 
 

１，３２６ ５５０ ６７４ １，１０１ ２８１ １７２ ４，１０４

 

 (2)療育手帳交付の状況 
 

重度(A） 
 

 

中度(B1) 
 

 

軽度(B2) 
 

 

合 計 
 

３４９ ２０４ ４１４ ９６７

 

 (3)精神保健福祉手帳保持者 
 

  1 級 
 

 

 ２ 級 
 

 

 ３ 級 
 

 

  合 計 
 

１０６ ３６３ ２３６ ７０５ 

 

 (4)自立支援サービスの状況 

ア 自立支援給付費等の支給状況     令和２年３月～令和３年３月実績 

サービス種別 利用者数 給付量 利用者負担 支給額 

訪問系サービス 

(居宅介護･重度訪問介護･ 

行動援護・同行援護) 

1,496 人月 64,797 時間 1,035,265 円 274,006,620 円 

日中活動系サービス 

(生活介護･自立訓練･就労移

行支援・就労継続・就労定

着支援) 

5,100 人月 88,334 日 1,841,610 円 848,769,904 円 

短期入所 534 人月 3,479 日 178,399 円 36,154,763 円 

療養介護 154 人月 4,650 日 0 円 42,497,630 円 

居住系 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 682 人月 17,431 日 297,044 円 80,659,551 円 

施設入所支援 1,033 人月 30,912 日 134,749 円 130,384,903 円 

相談支援給付 1,290 人 － － 20,593,702 円 

障害児通所給付 

(児童発達支援・放課後等ﾃﾞ

ｲｻｰﾋﾞｽ・保育所等訪問支援) 

4,284 人月 34,033 日 10,775,708 円 365,367,166 円 

障害児相談支援 970 人 － － 16,123,551 円 
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イ 施設入所の状況(※三田市援護者のみ)      令和３年３月３１日現在 

種   類 施 設 名 所   在   地 
入所人

員 

施設入所支援 

 希望の家グリーンホーム  宝塚市玉瀬字田畠１０ ３ 

 三田療護園  三田市東本庄１１８８ １０ 

 沢谷荘 三田市沢谷字小田1298 １６ 

 東山荘  三田市東山８９８－１ １３ 

 丹南精明園  篠山市西古佐７００ ２ 

 愛光園  姫路市打越１１００ １ 

 赤穂精華園成人寮  赤穂市大津１３２７ １ 

 出石精和園成人寮  豊岡市出石町荒木１３００ １ 

 二郎苑 神戸市北区有野町二郎字篭谷８９８－１０ ２ 

 みつみ学苑  丹波市山南町岩屋４ ４ 

春日育成苑 丹波市春日町野村６５－１ ２ 

はんしん自立の家  宝塚市美幸町１１番１６号 ２ 

 三田こぶしの園  三田市東本庄１１８８ １６ 

オレンジ西宮  西宮市山口町名来１０７６－１ ３ 

ひふみ園 神戸市北区山田町藍那字瀬戸２－４ １ 

千里みおつくしの杜 かしのみ寮  吹田市古江台６－２－６ １ 

岸和田光が丘療護園  大阪府岸和田市三ヶ山町３７９ １ 

六甲園  西宮市山口町下山口１３０１－１ １ 

サンライズ 茨木市泉原３７－７ １ 

神戸光の村授産学園 神戸市北区淡河町木津３８３ ２ 

光道園ライフトレーニングセ

ンター 
福井県鯖江市和田町９－１－１ １ 

 希望の家サンホーム  宝塚市玉瀬字田畠９ １ 

第２三恵園  大阪府豊能郡能勢町大里222-5 １ 

 自立生活訓練センター  神戸市西区曙町１０７０ ２ 

 光洋苑 千葉県山武市木戸８４８ １ 

療養介護 
兵庫中央病院 三田市大原１３１４ ８ 

医療福祉センターさくら 三田市東本庄１１８８ ３ 

 大阪刀根山医療センター 大阪府豊中市刀根山５－１－１ １ 

合     計 １０１ 
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ウ 補装具交付・修理の状況 
 

種  目 
 

 

障害者 
 

 

障害児 
 

 

合計 
 

義手 ０件 ０件 ０件  

義足 ８件 ０件 ８件  

下肢装具 １５件   １１件   ２６件  

靴型装具 ０件 ２件 ２件  

体幹装具 ０件 ０件 ０件 

上肢装具 １件 ０件 １件  

座位保持装置 １１件 １８件 ２９件  

盲人安全つえ  ４件 ０件 ４件  

義眼 ２件    ０件  ２件  

眼鏡 ３件 ０件 ３件  

補聴器 ３４件 ６件 ４０件  

車いす ３０件 １２件 ４２件  

電動車いす  １６件 ３件 １９件  

座位保持いす ０件 ２件 ２件  

起立保持具 １件 ８件 ９件  

歩行器 １件 １件  ２件  

歩行補助つえ １件 １件  ２件  

重度障害者用意思伝達装置 ０件 ０件 ０件 

合      計 １２７件 ６４件 １９１件  

 

 (5)地域生活支援事業の状況 

ア 相談支援事業の状況 

相談支援機関 相談件数 主な相談内容 

障害者生活支援センタ

ー 
1,288 件 

生活全般に係る相談、福祉サービス利用の

援助など 

障害者就業支援センタ

ー 
6,465 件 

就労に関する相談、職場定着支援、職場実

習支援など 

精神障害者支援センタ

ー 
1,926 件 

精神障害者の生活・医療・就労等に関する

相談など 
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基幹相談支援センター 1,944 件 
暮らしに関する総合的な相談、相談支援に

関する専門的な相談など 

 

イ コミュニケーション支援事業の状況 
 

意思疎通支援者数 

 

手話通訳 
 

要約筆記 
 

 

計 
 

１４ １７ ３１ 

 
  

派 遣 回 数  

 

派 遣 時 間 
 

 
 

 

手話通訳 
 

要約筆記 
 

 

計 
 

 

手話通訳 
 

要約筆記 
 

 

計 
 

 

個人派遣 １７９ ２ １８１ ２４８ ２ ２５０

 

団体派遣 ３７ ４１ ７８ １９７ ２８０ ４７７

 

ウ 日常生活用具給付の状況 
 

種  目 
 

 

障害者 
 

 

障害児 
 

 

合計 
 

特殊寝台 ２件 ０件 ２件 

特殊マット ４件 ０件 ４件 

洗浄機能付き便座 ０件 ０件 ０件 

活字文字読上げ装置 ０件 ０件 ０件 

聴覚障害者用屋内信号装置 ０件 ０件 ０件 

訓練いす ０件 ０件 ０件 

入浴補助用具 ３件 ２件 ５件 

体位変換器 １件 ０件 １件 

移動・移乗支援用具 ２件 ０件 ２件 

頭部保護帽 ０件 １件 １件 

電磁調理器 １件 ０件 １件 

火災警報器及び火災警報器用屋内信号装置 ０件 ０件 ０件 

移動用リフト ０件 ０件 ０件 

ネブライザー（吸入器） ０件 ０件 ０件 

電気式たん吸引器 ６件 ２件 ８件 
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盲人用体温計(音声式) ２件 ０件 ２件 

盲人用体重計 １件  ０件 １件 

携帯用会話補助装置 ０件 ０件 ０件 

情報・通信支援用具 ５件 ０件 ５件 

視覚障害者用ポータブルレコーダー ０件 ０件 ０件 

点字器 ０件  ０件 ０件 

視覚障害者用拡大読書器 ３件  ０件 ３件 

盲人用時計 ２件  ０件 ２件 

聴覚障害者用通信装置 １件 ０件 １件 

人工喉頭 ４件  ０件 ４件 

ストマ用装具 １，４４９件  ０件 １，４４９件 

紙オムツ １４４件 １８８件 ３３２件 

居宅生活動作補助用具 ０件 ０件 ０件 

人工内耳体外部装置 ０件  ０件 ０件 

合      計 １，６３０件 １９３件 １，８２３件 

 

エ 移動支援･日中一時支援の状況    令和２年４月～令和３年３月実績 

 利用者数 給付量 利用者負担 支給額 

移動支援事業 1,451 人 12,934 時間 116,223 円 31,713,294 円 

日中一時支援事業 

(日帰り短期入所) 
385 人 3,452 日 3,049 円 11,832,791 円 

 

オ 地域活動支援センターの状況（※三田市在住者のみ）令和３年３月３１日現在 

種   類 施 設 名 所   在   地 利用人数 

Ⅲ型 

ひだまり 神戸市北区谷上東町８－２１ｼｬﾄｰﾉｰﾙﾃﾞｭｰⅡ １名 

作業所ゆう 三田市池尻１１４－７ ９名 

第２にじの家 三田市大原一ツ塚２２１３ ９名 

夢の森作業所 尼崎市立花町２－２３－８ １名 

Ｗａｋａｂａ 宝塚市小林５－３－４３ｴｽﾃｨ宝塚１０６ １名 
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カ 福祉ホームの状況                 
 

  種 類 
 

 

  施  設  名 
 

 

所   在   地 
 

 

利用人数 
 

精  神   西山寮  三田市西山２丁目２２－１０    ３名 

 

キ 訪問入浴サービス事業の状況 
 

登録者数 
 

 

  １名 
 

 

延利用者回数 
 

 

 ９２回 
 

 

(6)重度心身障害者(児)介護手当支給の状況   
 

受 給 資 格 
 

 

支 給 額 
 

 

受給者数 
 

 

 重度の障害者（児）の介護者 

 （身障１・２級又は療育Ａ） 
 

 

 年額 

   １００，０００円 
 

 

 
 ３ 名 

 

    

(7)特別障害者手当等支給の状況      令和２年２月～令和３年３月実績 
 

受 給 資 格 
 

 

特   別 
 

 

支 給 額 
 

 

受給者数 
 

 

 常時特別な介護を必要とする 

 ２０歳以上の障害者 
 

 

 特別障害者手当 
 

 

 月額 ２７，３５０円 
 

 

 ８８０名 
 

 

 経過的福祉手当 
 

 

 月額 １４，８８０円 
 

 

   ３６名 
 

 

 常時特別な介護を必要とする 

 ２０歳未満の障害者 
 

 

 障害児福祉手当  

 

 月額 １４，８８０円  

 

  ７２５名 
 

 

(8)障害者外出支援事業（タクシー料金助成利用券支給）の状況 
 

対 象 者 
 

 

支給者数 
 

 

発 行 枚 数 
 

 

使 用 枚 数 
 

身体障害 

１級・２級  

１，０８４名 ４９，１６０枚 

２４，０８８枚 

 

（４１．０％） 

 

知的障害 

Ａ  

１６３名 ７，６４０枚 

 

精神障害 

１級 
 

４４名 １，９００枚 

 

合 計 
 

 

１，２９１名 
  

５８，７００枚 

  助 成 方 法  ：１ヶ月当たり４枚、１枚５８０円     
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(9)児童発達支援センター 通園状況 

 指定管理者：社会福祉法人 ひょうご障害福祉事業協会 

 指定期間：平成 28 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 

 所在地：三田市井ノ草８０８ 

 

「かるがも園」 

 
4 

月  

5 

月  

6 

月  

7 

月  

8 

月  

9 

月  

10 

月  

11

月  

12

月  

1 

月  

2 

月  

3 

月  
合計 

開設日 
16 

日  

18

日  

21 

日  

20 

日  

16 

日  

19 

日  

22 

日  

19 

日  

19 

日  

17 

日  

18 

日  

19 

日  

224 

日  

延べ利用

園児数 

345  

人  

427 

人  

501 

人  

442 

人  

387 

人  

424 

人  

477 

人  

409 

人  

415 

人  

411 

人  

408 

人  

425 

人  

5,071 

人  

 

「すくすく教室」 

 
4 

月  

5 

月  

6 

月  

7 

月  

8 

月  

9 

月  

10 

月  

11

月  

12

月  

1 

月  

2 

月  

3 

月  
合計 

開設日 
13 

日  

15

日  

18 

日  

19 

日  

16 

日  

19 

日  

21 

日  

19 

日  

18 

日  

17 

日  

18 

日  

18 

日  

211 

日  

延べ利用

園児数 

14  

人  

30 

人  

91 

人  

96 

人  

89 

人  

98 

人  

115 

人  

119 

人  

134 

人  

134 

人  

162 

人  

161 

人  

1,243 

人  

 

「基本相談」 

 
4 

月  

5 

月  

6 

月  

7 

月  

8 

月  

9 

月  

10 

月  

11

月  

12

月  

1 

月  

2 

月  

3 

月  
合計 

件数 
8 

件  

47 

件  

34 

件  

44 

件  

36 

件  

39 

件  

34 

件  

30 

件  

28 

件  

23 

件  

15 

件  

14 

件  

352 

件  

 

「特定相談」 

 
4 

月  

5 

月  

6 

月  

7 

月  

8 

月  

9 

月  

10 

月  

11

月  

12

月  

1 

月  

2 

月  

3 

月  
合計 

件数 
1 

件  

0 

件  

0 

件  

0 

件  

0 

件  

0 

件  

0 

件  

1 

件  

0 

件  

0 

件  

0 

件  

0 

件  

2 

件  

 

「障害児相談」 

 
4 

月  

5 

月  

6 

月  

7 

月  

8 

月  

9 

月  

10 

月  

11

月  

12

月  

1 

月  

2 

月  

3 

月  
合計 

件数 
45 

件  

19 

件  

32 

件  

27 

件  

43 

件  

30 

件  

26 

件  

38 

件  

28 

件  

35 

件  

36 

件  

35 

件  

394 

件  

 

（10）障害者ワークチャレンジ事業「トライ」 開設状況 

 
4 

月  

5 

月  

6 

月  

7 

月  

8 

月  

9 

月  

10 

月  

11

月  

12

月  

1 

月  

2 

月  

3 

月  
合計 

開設日 
8 

日  

0 

日  

13 

日  

13 

日  

10 

日  

12 

日  

13 

日  

12 

日  

12 

日  

11 

日  

12 

日  

14 

日  

130 

日  
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「実施状況(作業項目)」 

ア 除草(6 件) 

イ 封入,差し込み(16,615 件) 

ウ ｽﾀﾝﾌﾟ押印(44,226 件) 

エ 封筒資料折り(12,000 件) 

オ 資料作成,修正（7,806 件） 

 

（11）障害者アンテナショップ 開設状況 

 4 

月  

5 

月  

6 

月  

7 

月  

8 

月  

9 

月  

10

月  

11

月  

12

月  

1 

月  

2 

月  

3 

月  
合計 

開設日 
13 

日  

0 

日  

22 

日  

21

日  

16 

日  

20 

日  

22 

日  

19 

日  

4 

日  

0 

日  

0 

日  

18 

日  

155 

日  

来客者数 
681 

人  

0 

人  

802 

人  

790 

人  

542 

人  

718 

人  

765 

人  

713 

人  

211 

人  

0 

人  

0 

人  

779 

人  

6,001

人  

 

（12）障害者虐待対応の状況 

通報受理件数 ７件 

うち虐待認定件数 ２件 
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健康推進室 

介護保険課 

 

１ 被保険者資格  

（1）第１号被保険者のいる世帯数 １９，６２７世帯（全世帯数：４６，９１９）  

（2）第１号被保険者数  

                               （単位：人）  

年齢区分  令和２年３月末現在  令和３年３月末現在  

６５歳～７５歳未満  １５，７３０  １６，４７４  

７５歳以上  １２，０９２  １２，３２０  

（再掲）外国人被保険者  １８２  １８５  

（再掲）住所地特例被保険

者  
１０９  １１５  

計  ２７，８２２  ２８，７９４  

全人口  １１１，２９４  １１０，３９７  

 ＊住所地特例被保険者＝介護保険施設に入所することにより、施設の所在地に住

所を移した者は、引続き従前市町村 (住所移転前の市町村 )の被保険者となる。  

２ 保険料  

（1）保険料基準額（月額） ５，６２１円  

（2）所得段階別第１号被保険者数  

所 得 段 階  
被保険者数

（人）  
割合（％）  年額保険料  

第１段階  

３，５０４  １２．２  

２０，２３０円  
基準額×０．３  

 
※公費により 0 . 5  
から 0 . 3 に軽減し

ています  

生活保護受給者、老齢福祉年金

受給者であって世帯全員が住民

税非課税の方  
世帯全員が住民税非課税で、本

人の課税年金収入と合計所得金

額の合計が８０万円以下の方  
第２段階  

１，６７０  ５．８  

３３，７２０円  
基準額×0.5 

 
※公費により

0 . 6 2 5 から 0 . 5 に

軽減しています  

世帯全員が住民税非課税で、本

人の課税年金収入と合計所得金

額の合計が８０万円超１２０万

円以下の方  

第３段階  

１，４８８  ５．２  

４７，２１０円  
基準額×０．７  

 
※公費により 0 . 7 5
から 0 . 7 に軽減し

ています  

世帯全員が住民税非課税で、本

人の課税年金収入と合計所得金

額の合計が１２０万円を超える

方  
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第４段階  

４，０３３  １４．０  
６０，７００円  
基準額×０．９  

世帯の中に住民税課税の人がい

るが、本人は住民税非課税で課

税年金収入と合計所得金額の合

計が８０万円以下の方  
第５段階  

３，７４８  １３．０  
６７，４５０円  

基準額 

世帯の中に住民税課税の人がい

るが、本人は住民税非課税で課

税年金収入と合計所得金額の合

計が８０万円を超える方  
第６段階  

４，６２６  １６．１  
８０，９４０円  
基準額×１．２  

本人が住民税課税で、合計所得

金額が１２５万円未満の方  
第７段階  

４，３３６  １５．０  
８７，６８０円  
基準額×１．３ 

本人が住民税課税で、合計所得

金額が１２５万円以上２００万

円未満の方  
第８段階  

２，７０２  ９．４  
１０１，１７０

円  
基準額×１．５  

本人が住民税課税で、合計所得

金額が２００万円以上３００万

円未満の方   
第９段階  

１，１３３  ３．９  
１１４，６６０

円  
基準額×１．７  

本人が住民税課税で、合計所得

金額が３００万円以上４００万

円未満の方  
第１０段階  

８１３  ２．８  
１２８，１５０

円  
基準額×１．９  

本人が住民税課税で、合計所得

金額が４００万円以上６００万

円未満の方  
 
第１１段階  

７４１  ２．６  
１４１，６４０

円  
基準額×２．１  

本人が住民税課税で、合計所得

金額が６００万円以上の方   

合計  ２８，７９４ １００．０  
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（3）保険料収入状況                                                       

                              （単位：円）  

 

区
分 

令    和   ２  年  度  

調定額  収入済額  不納欠損  未収額  
収納率  
（％）  

現

年

度

分  

特別徴収  1 , 8 0 3 , 5 0 7 , 4 2 0  1 , 8 0 3 , 5 0 7 , 4 2 0    1 0 0 . 0 0  

普通徴収  2 0 5 , 6 6 3 , 8 1 0  1 9 6 , 4 8 7 , 3 4 0  0  9 , 1 7 6 , 4 7 0  9 5 . 5 4  

計  2 , 0 0 9 , 1 7 1 , 2 3 0  1 , 9 9 9 , 9 9 4 , 7 6 0  0  9 , 1 7 6 , 4 7 0  9 9 . 5 4  

滞

納

繰

越

分  

普通徴収  2 8 , 6 6 9 , 5 5 0  5 , 1 5 2 , 6 9 0  6 , 1 8 6 , 8 5 0  1 7 , 3 3 0 , 0 1 0  1 7 . 9 7  

合計  2 , 0 3 7 , 8 4 0 , 7 8 0  2 , 0 0 5 , 1 4 7 , 4 5 0  6 , 1 8 6 , 8 5 0  2 6 , 5 0 6 , 4 8 0    

 

区
分 

令 和 元  年  度  

調定額  収入済額  不納欠損  未収額  
収納率  
（％）  

現

年

度

分  

特別徴収  1,759 ,44 7 ,750  1,759 ,44 7 ,750    100.0 0  

普通徴収  198,5 81, 1 70  187,6 03, 6 40  0 10,97 7,5 3 0 94.47  

計  1,958 ,02 8 ,920  1,947 ,05 1 ,390  0 10,97 7,5 3 0 99.44  

滞

納

繰

越

分  

普通徴収  29,88 5,4 6 0 5,199 ,70 0  6,906 ,18 0  17,77 9,5 8 0 17.40  

合計  1,987,914,380 1,952,251,090 6,906,180 28,757,110  
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３ 要介護認定の状況  

（1）申請事由別申請件数  

                         （単位：件）  

 
 令和元年度  令和２年度  

申請件数  ４，０６７  ３，９２２  

事
由 

新規  １，３８３  １，３４１  

更新  ２，２１３  ２，１１５  

転入  １１４  ９６  

区分変更等  ３５７  ３７０  

 

（2）認定審査会開催状況  

    
令和元年度  令和２年度  

開催回数  
（回）  

９８  ６９  

審査件数  
（件）  

３，８６８  ２，２１６  

 

（3） 要介護（要支援）認定者数  

        （単位：人）  

  
要支援 1  

 
要支援 2  要介護

１  
要介護

２  
要介護  

３  
要介護

４  
要介護

５  
計   

要支援  

 
令和元年度

末  1,079 627 1,202 627 524 454 369 ４，８８８  

令和２年度

末  
1,136 632 1,240 649 582 483 364 ５，０８６  

（4）認定審査会委員  

構成  人数  摘要  

保健  ５  

合議体数 ４  
 

（１合議体：５名）  

福祉  ６  

医療  ９  

計  ２０  
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（5）サービス利用人数  

（単位：人）  

 令和元年度末  令和２年度末  

居 宅 ２，６６４  ２，８６１  

地域密着

型  
４０７  ４０８  

施 設 ６９８  ７０４  

合 計 ３，７６９  ３，９７３  

（6）保険給付費の実績  

 （単位：千円）  

 
平成３０年度  令和元年度  令和２年度  

居宅  
費用額  2,830,589 2,884,114 2,920,252 

割合  46.3% 45.4% 45.6% 

地域  
密着型  

費用額  633,111 679,441 670,312 

割合  10.3% 10.7% 10.5% 

施設  

費用額  2,292,766 2,379,582 2,403,435 

割合  37.5% 37.5% 37.6% 

特定  
入所者  

費用額  207,297 214,363 208,217 

割合  3.4% 3.4% 3.3% 

高額  

費用額  147,625 182,464 190,017 

割合  2.4% 2.9% 3.0% 

審査  
手数料  

費用額  5,487 5,651 5,719 

割合  0.1% 0.1% 0.1% 

合計  
費用額  6,116,875 6,345,615 6,397,952 

割合  100.0％ 100.0％ 100.0% 
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いきいき高齢者支援課 

 

１ 高齢者福祉 

(1) 高齢者数                           (単位：人) 

    

総 人 口 ① 65 歳以上人口② 
前期高齢者数 

（65 歳～74 歳） 

後期高齢者数 

（75 歳以上） 

高齢化率 

②／① 

110,397 28,841 16,528 12,313 26.1％ 

                         ※住民基本台帳人口 

 (2) 要援護高齢者調査結果 

ア 要援護高齢者結果（各年６月１日現在※R2 は９月１日現在） 

※調査対象は７５歳以上（単位：人）       

 H28 H29 H30 R1 R2 

生活支援の必要な人 560 557 570 569 531 

ひとり暮らし(世帯) 1,446 1,468 1,484 1,532 1,595 

高齢者世帯(世帯) 1,043 1,070 1,115 1,177 1,224 

※外出困難とは、寝たきりの人や認知症の人及び屋内での生活は概ね自立してい

るものの外出には介助が必要な人 

   ※生活支援の必要な人とは、「歩行」「聴覚」「視覚」「もの忘れ」において中

度以上の高齢者 

イ 令和２年度各地区高齢者人口・要援護高齢者等一覧（９月１日現在） 

※調査対象は７５歳以上（単位：人） 

  総人口 
65 歳 

以上 

左記の

うち 

75 歳 

以上 

高齢化率 

ひとり

暮らし  
（世帯） 

※ 

高齢者 

世帯 

（世帯） 

※ 

生活支

援の必

要な人 

※ 

三 田 14,112 2,739 1,441 19.4% 274 149 47 

三 輪 15,286 4,546 2,168 29.7% 314 226 89 

広 野 5,924 1,864 910 31.5% 108 65 30 

小野・母子 2,092 761 359 36.4% 49 21 19 

高 平 3,015 1,211 616 40.2% 59 37 24 

藍 9,270 3,166 1,279 34.2% 112 104 56 

本 庄 2,200 861 424 39.1% 43 27 24 

フラワー 20,766 5,998 2,286 28.9% 323 312 127 

ウッディ 35,463 6,519 2,477 11.8% 286 254 101 

カルチャー 2,940 588 237 20.0% 27 29 14 

合 計 111,068 28,253 12,197 25.4% 1,595 1,224 531 
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(3) 地域包括支援センター・高齢者支援センター運営事業 

ア 総合相談  

 R1  R2 

三田市地域包括支援セン

ター 

相談実件数 1,095 相談実件数 1,093 

相談延べ

件数 

相談 2,660 
相談延べ

件数 

相談 2,035 

訪問 727 訪問 510 

計 3,387 計 2,545 

藍高齢者支援センター 

相談実件数 294 相談実件数 297 

相談延べ

件数 

相談 297 
相談延べ

件数 

相談 339 

訪問 264 訪問 399 

計 561 計 738 

三輪北・小野・高平 

高齢者支援センター 

相談実件数 198 相談実件数 229 

相談延べ

件数 

相談 318 
相談延べ

件数 

相談 373 

訪問 315 訪問 265 

計 633 計 638 

フラワー地域包括支援セ

ンター  

相談実件数 1,031 相談実件数 1,053 

相談延べ

件数 

相談 1,229 
相談延べ

件数 

相談 1,420 

訪問 416 訪問 369 

計 1,645 計 1,789 

広野・本庄高齢者支援セ

ンター 

相談実件数 309 相談実件数 326 

相談延べ

件数 

相談 388 
相談延べ

件数 

相談 420 

訪問 215 訪問 181 

計 603 計 601 

ウッディ地域包括支援セ

ンター 

相談実件数 1,074 相談実件数 912 

相談延べ

件数 

相談 1,592 
相談延べ

件数 

相談 1,350 

訪問 533 訪問 374 

計 2,125 計 1,724 

合  計 

相談実件数 4,001 相談実件数 3,910 

相談延べ

件数 

相談 6,484 
相談延べ

件数 

相談 5,937 

訪問 2,470 訪問 2,098 

計 8,954 計 8,035 

※令和元年度から各支援センターの実績報告の様式が変更したことに伴い、集計の項

目も変更しています。 

イ  指定介護予防支援ケアマネジメント 

     要支援１、要支援２の利用者に対し、適切な介護予防ケアマネジメントを

行った。医療機関や関係機関との連携を密に、目標志向型の具体的なケアプ

ランを立案、特に介護予防に視点をおき、セルフケア、インフォーマルサー

ビスなどを考慮した支援計画を立案し、サービス調整を行った。又、サービ

ス実施後のモニタリングを行い、次回のサービスへとつなげた。 

（ア）指定介護予防支援ケアマネジメント新規契約件数 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 H30 R1 R2 

直 営 181 154 142 

委 託 239 283 186 

合 計 420 437 328 
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（イ）給付管理状況の推移 

（単位：件） 

請求月  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

H30 8 5 5  8 9 1  8 9 6  9 0 3  9 0 6  9 2 7  9 1 8  9 3 2  9 3 8  9 3 6  9 4 0  9 5 3  

R1 9 7 6  9 4 5  9 6 4  9 5 4  9 5 3  9 6 9  1 , 0 0 4  1 , 0 0 0  1 , 0 0 3  1 , 0 1 0  1 , 0 1 7  1 , 0 0 0  

R2 9 5 9  1 , 0 0 3  1 , 0 1 9  1 , 0 0 9  9 9 9  1 , 0 1 2  1 , 0 2 7  1 , 0 3 3  1 , 0 3 1  1 , 0 0 9  1 , 0 1 2  1 , 0 2 0  

 

ウ  権利擁護業務 

（ア）高齢者虐待防止への取り組み状況 

      平成１８年４月１日から施行された高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者

に対する支援等に関する法律に基づき、平成１８年１０月に高齢者虐待

防止検討会を立ち上げ、高齢者虐待の相談窓口の整備や民生委員、介護

保険事業所への研修などを行っている。 

ａ 高齢者虐待の実態 

        (a) 発生件数（単位：件） 

H30 R1 R2 

3 6 3 

 

(b) 虐待種別件数    ※重複有   （単位：件） 

虐待の種類 H30 R1 R2 

身体的虐待 3 5 2 

心理的虐待 1 0 2 

性的虐待 0 0 0 

経済的虐待 1 1 0 

介護・世話の放棄・放任 0 0 0 

合  計 5 6 4 

 

(c) 通報形態            (単位：件)  

種 別 H30 R1 R2 

居宅介護支援事業所 2 5 2 

病院・医療機関 0 0 0 

民生委員 0 1 1 

近隣 0 0 0 

その他家族 0 0 0 

警察 0 0 0 

その他 1 0 0 

合  計 3 6 3 

    

（イ） 成年後見制度 市長申立て 

       認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない人の

預貯金の管理などや日常生活での様々な契約などを支援していく制度
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（＝成年後見制度）を利用するにあたり、利用立てをする親族がいな

い場合等は市長が成年後見開始等審判の申立てを行う。 

            (単位：件)  

H30 R1 R2 

6 2 3 

 

エ 介護予防業務 

   生活機能の低下を予防するために、転倒予防・栄養改善・口腔衛生・認知

症予防等の教室を開催している。 

  H30 R1 R2 

小地域のつどい健康教室 開催回数(回) 125 106 81 

 延べ利用者数（人） 1,864 1,926 1,279 

老人クラブ健康教室 開催回数(回) 20 21 10 

 延べ利用者数（人） 288 397 168 

 

（4) 高齢者保健福祉サービスの利用状況 

ア  安心して生活を送るためのサービス 

  H30 R1 R2 

緊急通報システム機器設置事業 
新規利用者（人） 8 2 6 

現在設置台数(台)  51 45 40 

住宅改造費助成サービス 年間利用件数（件） 31 44 30 

高齢者世話付住宅（シルバーハウ

ジング）生活援助員派遣事業 
戸 数(戸) 27 27 27 

 

イ 健康・生きがいづくりのためのサービス 

  H30 R1 R2 

食生活改善支援サービス 訪問件数(件) 1 0 1 

食の自立支援サービス 利用食数（食） 4,166 4,178 2,656 

 実利用者数（人） 38 47 29 

高齢者ふれあいサロン 開催回数（回） 609 574 511 

 延べ利用者数（人） 6,305 5,924 5,277 

 

ウ 家庭で介護されている方へのサービス 

  H30 R1 R2 

家族介護用品支給サービス 

利用件数(件) 122 139 136 

実利用者数(人) 13 15 17 

徘徊高齢者家族支援サービス 

※ 

申請者数（件） 20 18 18 

実利用者数（人） 51 54 49 

介護予防普及啓発事業 開催回数（回） 22 15 18 
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延べ利用者数（人） 438 240 285 

      

エ もの忘れ相談 

  H30 R1 R2 

もの忘れ相談 相談件数（件） 60 60 53 

 

２ 養護老人ホーム入所措置  

65 歳以上の人で、身体上、精神上、環境上の理由及び経済的理由により居宅養護

が困難な場合に、養護老人ホームへの入所措置を行う。入所措置の要否判定は、老人

ホーム入所者判定委員会（精神科・内科医師、宝塚健康福祉事務所長、三田市福祉事

務所長などで構成）で行っている。  

 

（1）養護老人ホーム入所者状況          （令和 3 年 3 月 31 日現在）  

施 設 名  所 在 地  措置人員  

和 寿 園  丹波篠山市高屋 24 8 人 

五 輪 荘  丹波市山南町野坂 2 0 9  3 人 

青 葉 荘  丹波市氷上町新郷 1837 -1 2 人 

三 相 園  丹波市春日町黒井 2 2 8 2 - 3  2 人 

鈴蘭台荘  神戸市北区鈴蘭台東町 2 - 4 - 6  1 人 

計   16 人 

 

（2）養護老人ホーム入所者に対する法外扶助  

養護老人ホーム入所者で無年金の人に対して、日常生活費の一部として月額

10,000 円の入所者福祉金を支給している。（令和 3 年 3 月末対象者 3 人）  

 

３ いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～の管理運営 

  シニアが生きがいを感じながら生涯現役でいきいきと活動、活躍してもらうため

に様々な経験や知識を持ったシニアの多様な活動ニーズを総合的に受け付け、就

業や社会参加につなげていくことでシニアの活躍を支援。（平成 28 年 10 月 27 日

開設） 

（1） 窓口の概要 

ア 場   所 ：まちづくり協働センター（キッピーモール６階） 

イ 開 所 日 時  ：平日（年末年始を除く。月１回土曜日に臨時相談窓口）  

10:00～17:00 

ウ 窓口利用件数 ：525 件 

 

（2） その他事業の概要 

ア い き が い 応 援 セ ミ ナ ー ： 6 回開催、参加者計 47 人 

イ シニアと団体つながり広場 ： 新型コロナウイルス感染症感染防止のため中止 

ウ い き が い 応 援 バ ン ク ： 登録者 19 人 

エ シ ニ ア 応 援 団 体 ： 登録団体 20 団体 

オ ほっとＨＯＴつながりサロン： 新型コロナウイルス感染症感染防止のため中止 

カ 生涯現役ネットワーク連絡会： 2 回開催 、参加組織 6 団体 



185 
 

 

４ 老人クラブの育成及び援助 

（1） 三田市老人クラブ連合会への支援 

   事業を通じて高齢者福祉の増進に寄与する。老人クラブの活性化を図り、三田

市老人クラブ連合会の事務局の強化を図るとともに、シニアライフを健全で豊

かにするために連合会が実施する活動などに対して支援を実施。 

 

ア クラブ数及び会員数            令和 2 年 4 月 1 日現在 

  大規模クラブ    小規模クラブ 合  計 

クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 

44 2,811 6   149  50 2,960 

 

イ 主事業   創作作品展、喜びあいのつどい、グラウンドゴルフ大会等 

(2) 単位老人クラブ活動の支援   

高齢者の福祉増進、社会参加・地域活動参加の推進等を目的に、地域老人クラ

ブの活動を補助。 

【補助基準（年額）】※健康体操を実施する場合 

 社会奉仕活動事業、教養講座開催事

業、健康増進事業 

ふれあい推

進事業 

健康体操活

動事業 
補助金合計 

 
大

ク

ラ

ブ

会

員 

 30 ～   50

人未満 

4,400×12 ｹ月＝

52,800 

3,500×12

ｹ月 

＝42,000 

500×12

ｹ月 

=6,000 

100,800 円 

 50 ～   75

人未満 

5,700×12 ｹ月＝

68,400 

116,400 円 

 75 ～  100

人未満 

7,000×12 ｹ月＝

84,000 

132,000 円 

100 ～  125

人未満 

8,300×12 ｹ月＝

99,600 

147,600 円 

125 ～  150

人未満 

9,600×12 ｹ月＝

115,200 

163,200 円 

150 ～  175

人未満 

10,900×12 ｹ月＝

130,800 

178,800 円 

175 ～  200

人未満 

12,200×12 ｹ月＝

146,400 

194,400 円 

200 ～  225

人未満 

13,500×12 ｹ月＝

162,000 

210,000 円 

225 人 ～ 14,800×12 ｹ月＝

177,600 

225,600 円 

小クラブ(30 人未

満) 

2,250×12 ｹ月＝

27,000 

1,750×12

ｹ月＝

21,000 

250×12

ｹ月＝

3,000 

51,000 円 

 

５  三田市シルバー人材センターへの支援 

   高齢者の就業機会の拡大と生きがいの充実を図り、活力ある地域づくりに寄与

することを目的に活動する三田市シルバー人材センターの機能強化を図るため、

その運営に対する補助や職員の派遣などの支援を実施。 

ア 公益社団法人三田市シルバー人材センターの概要 

(ア)所 在 地 ： 三田市あかしあ台 5 丁目 32 番地 2 

(イ)開所日時 ：  平日（年末年始を除く） 9:00～17:30 



186 
 

イ 会員数等     令和 3 年 3 月末現在 

 

 

 

 

 

 

６ 社会教育事業  

（1）  生涯学習カレッジの活動状況  

「学びをいかした「生きがいづくり」「人づくり」「地域づくり」をめざそ

う」という基本理念のもと、55 歳以上のシニア層を対象に継続的な学習機会

を提供し、主体的な学びや活動を通して、地域社会に資する人材の育成を図

る。 

  ア 令和 2 年度の対応 

    新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、全ての講座コース・クラブ活

動を休止し、9 月から 2 月まで代替講座として単発講座の「オープンカレッ

ジ」を開催。 

  イ 「オープンカレッジ」の内容 

   「健康」「生活」「自然」「教養」「活動」「挑戦」をテーマとした教養講座

を開講。 

  ウ 回数等 

   （ア）回数：10 回（月 2 回）※警報発令等で 1 回の月もあり。  

   （イ）参加者数：延べ 186 人 

※参考：休止した講座・クラブ活動  

     カレッジ 

日常生活に即した様々な課題について学習する。グループ討議や参加型学習、

実習などを通して、知識や技術を身に着けるとともに、交流の促進を目指す。  

学年 内容 

1 年生 教養講座（生活・健康・歴史・経済などに関する学習） 

2 年生 ふるさと再発見コース、健康・福祉コース、くらし創造コース 

3 年生 
ふるさと再発見コース、健康・福祉コース、いきいき生活コー

ス 

大学院  

大学卒業生を対象に、継続して学習機会を提供することにより、受講生が学

びと交流をさらに深めながら、地域社会においてさまざまな活動を担い、いき

いきと暮らすことを目指す。  

コース  内容  

郷土史コース 各テーマに基づいて継続的な専門学習を行う 

会  員  数 1,046人 

就業延人員   89,251人 

契
約
額 

 公  共 171,345千円 

 民  間 296,814千円 

  計 468,159千円 
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健康福祉コース 

国際交流コース 

自然環境コース 

研究科  

少人数でのゼミ形式とし、受講者同士がお互いに教え合い学び合う。学習者

自身が課題を見つけ、研究し、課題解決することを目指す。  

 

コース  内容  

地域活動コース 

（2 年制） 
三田の魅力や課題、地域社会での人間関係  

創業支援コース 

（1 年制） 
地域社会の問題をビジネスで解決する  

 クラブ活動  

自主的な活動を通じて学生相互の交流、生きがいづくりを図る。  

民謡・園芸・陶芸・健康料理（Ⅰ・Ⅱ）・自分史・コーラス（さんだ・フラワ

ー）・書道・歌謡・ハーモニカ・フォークダンス・詩吟・カラオケ・料理・健康

体操・写真・ヨガ・気功・スポーツウエルネス吹矢（Ⅰ・Ⅱ）・きりえ・水彩

画・有馬富士公園自然体験（Ⅰ・Ⅱ）・ガラス工芸・読書  

（2）  三田市生涯学習サポートクラブとの連携事業  

生涯学習カレッジの卒業生が学習を継続しつつ、カレッジでの学びや交流の

成果を地域での活動などに活かす目的で組織された「三田市生涯学習サポート

クラブ」委託事業  

ア 公開講座（オープンセミナー）：実施回数 8 回 参加者数 364 人  

イ 子ども向け体験講座（カモン・キッズ）：新型コロナウイルス感染症感染 

防止のため中止  

ウ 小学校への出前講座、地域交流事業などへの参加 
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健康増進課 

１ 総合福祉保健センター 

(1) 施設概要 

ア 施設名   三田市総合福祉保健センター 

イ 所在地   三田市川除675番地 

ウ 敷地面積  15,375.35㎡ 

エ 延床面積、施設構造及び施設内容 

(ｱ) 本館棟 6,621.03㎡ 

地下 400.56㎡ 鉄筋コンク

リ－ト造 

機械室、電気室 

１階 3,205.04㎡ 総合案内、社会福祉協議会事務室、

活動者交流ひろば、中央居宅介護支

援事業所、訪問看護ステ－ション、

ボランティア活動センター、福祉団

体事務室、地域福祉支援室、相談

室、録音室、印刷室、会議室、障害

者基幹相談支援センター、障害者生

活支援センター、障害者就業支援セ

ンター、精神障害者支援センター、

権利擁護・成年後見支援センター、

多目的ホ－ル、中央デイサービスセ

ンター、中央ホームヘルパーステー

ション、喫茶室 

２階 2,101.29㎡ 健康増進課・すくすく子育て課事務

室、健診室、診察室、育児相談室、

心電図室、授乳室、検尿室、消毒

室、栄養指導室、多機能室、プレイ

ル－ム、講座室、地域包括支援セン

ター、相談室 

３階 854.49㎡ 会議室、研修室、集会室、和室、健

康増進課事務室 

屋階 59.65㎡  

(ｲ) 付属棟その他の施設 

車庫 144㎡ 鉄骨造  

倉庫 198㎡  

自転車置き場 144㎡ 80台 

プロパン庫 

・ごみ庫 

27㎡ 鉄筋コンク

リート造 

 

駐車場 161台（内障害者用8台） 

屋外広場 ふれあい広場、遊歩道、はだしのこみち 

オ 開館    平成8年4月1日 
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カ 利用時間  午前9時～午後9時 

キ 休館日   年末年始（12月29日～1月3日） 

(2 )  利 用 状 況                      （ 令 和 2年 度 ） 

室 名  件数（件） 人数（人） 稼働率 

１ 階  多 目 的 ホ － ル  329 13,410 44.9％ 

第１会議室 504 6,619 52.9％ 

第２会議室 406 5,744 49.0％ 

２ 階  健診室 207 11,957  

多機能室 161 6,097  

プレイル－ム 191 1,785  

栄養指導室 86 908 12.0％ 

講座室 291 5,199 35.7％ 

３ 階  第３会議室 375 2,964 35.9％ 

第４会議室 313 2,473 32.8％ 

第１研修室 333 2,251 30.4％ 

第２研修室 267 1,592 27.7％ 

集会室 183 4,865 23.1％ 

和室 155 904 19.3％ 

  3,801 66,768 33.1％(平均) 

   ※ 稼働率については貸館部分のみ。 貸館利用実績時間÷利用可能時間（％） 

 

２ 健康推進員 

各区・自治会毎に選出された健康推進員により、市民が主体となって、地域に密着

した健康づくりを推進するため、次のような活動を行った。 

(1) 構成   市内16地区 192名（ 令 和 2年 度 ）  

(2) 主な活動 

ア 健康推進員自身が知識を習得するために研修会に参加し、学習したことを地

区に持ち帰って健康づくりの普及啓発に努める。 

イ 自らが積極的に各種健康診査を受診し健康管理を行う。また、地域住民に健診

の PR を行い広く受診を勧める。 

ウ 健康増進、日常の身体活動量の増加等を目指した生活習慣をつくるための各

種健康づくり事業（ウォーキング、健康体操、健康料理、身体と心の健康講座な

ど）を開催し、地域住民の積極的な参加を促す。 

エ 地区において、市の行う健康づくり事業などを紹介する。 

オ いい歯の日フェア等の行事、地域のふれあい活動等に参画する。 

 

３ 啓発事業 

健康の保持増進を図る上で大切な要素となる「歯と口腔の健康づくり」について、

誰もが気軽にふれあえる場を提供し意識啓発を図る。 
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(1) 事業名  いい歯の日のフェア 

※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和2年度はイベントを中止 

 

４ 中・高齢者保健事業 

壮年期から高齢期における市民の健康の保持及び増進を図るため「自分の健康は

自分で守る」という健康意識の普及・啓発をすすめると共に、健康教育・健康相談・

健康診査等の事業を実施し、市民の健康の向上に努めた。 

(1) 健康教育 

生活習慣病の予防、健康増進等、健康に関する正しい知識について体験等を通じ

て学べるよう、次の教室を実施した。 

 ＜集団健康教育＞（令和2年度） 

ア 健康推進員健康教室                （参加者 2,848人） 

  イ 健康料理教室                   （参加者    10人） 

  ウ 健康運動教室                         （参加者   30人） 

エ 出前講座                                     （参加者   288人） 

  オ その他健康教育                  （参加者   223人） 

(2) 健康相談 

  ア 健康づくり相談会 

市民が健康について気軽に相談できる窓口として、健康相談を実施し、自らが

主体的に健康の保持・増進と生活習慣の見直しができるよう支援した。 

    ◇健康相談件数 55件   （ 令 和 2年 度 ）  

  イ その他の健康相談 

    各健康教室や窓口等において随時、保健相談・栄養相談を実施した。 

(3) 健康診査 

糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させることを目標に平成20年度

から医療保険者に義務付けられた特定健康診査・特定保健指導と、生涯にわたる健

康づくりを支援するために、後期高齢者基本健康診査・各種がん検診・骨粗しょう

症検診・歯科口腔健診等の健康診査を実施した。またその結果に基づき健康相談や

精密検査受診勧奨を行い、中壮年期からの健康管理と健康の保持・増進を支援した。 

  ア 特定健康診査・特定保健指導・後期高齢者基本健康診査・30歳代基本健康 

診査 

   (ア) 特定健康診査 

「内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）」に着目して腹囲を測定し、

身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査などと合わせて、生活習慣病予防のた

めの保健指導を必要とする人を早期に発見することを目的に健康診査を行っ

た。 

ａ 検 査 項 目  

    (a) 基本的な検査項目 

◇問診票（食事、運動習慣、服薬歴、喫煙歴など）◇身体計測（身長、

体重、BMI、腹囲）◇理学的所見（身体診察）◇血圧測定（収縮期血圧、
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拡張期血圧）◇血液検査（脂質検査＝中性脂肪・HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・LDL ｺﾚｽﾃ

ﾛｰﾙ、血糖検査＝空腹時血糖・ヘモグロビン A1c、肝機能検査＝AST（GOT）・

ALT（GPT）・γ―GT（γ―GTP））◇腎機能検査（血清クレアチニン、e-

GFR）◇尿酸（血清尿酸）◇尿検査（尿糖、尿たんぱく） 

     (b) 詳細な健診項目 ※対象となる方のみ 

       ◇貧血検査◇心電図検査◇眼底検査 

    ｂ 検査の実施（令和 2 年度） 

(a) 集団健診 

     ［実施機関］兵庫県厚生農業協同組合連合会 

     ［実施回数］26 回 

［実施会場］総合福祉保健センター 

 ※新型コロナウイルス感染症の感染対策の徹底のため出張会場は設けず 

     (b) 個別健診 

      ［実施機関］ 三田市医師会（指定 44 医療機関） 

      ［実施期間］ 令和 2 年 7 月 1 日～令和 3 年 2 月末日 

      ※初回の緊急事態宣言発出時は健診を中止したため、例年 5 月の健診開 

      始が 7 月開始となった。 

ｃ 受診者数（国保人間ドックを含めた集計値）      （令和2年 度 ） 

 
集団健

診 

個別健

診 

人間ﾄﾞｯ

ｸ 
合計 対象者数 受診率 

受診者

数 
2,071人 1,529人 417人 4,017人 16,319人 24.6％ 

(イ) 特定保健指導 

特定健診の結果、内臓脂肪蓄積の程度と、高血圧・高血糖・脂質異常・喫煙

などのリスク要因の数などから、生活習慣病の予防が期待できる人を選び出し、

必要性に応じて｢動機付け支援｣｢積極的支援｣などの生活習慣の改善を支援す

る特定保健指導を行った。対象となる人には、市から特定保健指導の利用につ

いて、電話や文書での勧奨を行った。 

 ａ 保健指導の種類 

リスク（危険因子）の数と年齢により「動機付け支援」と「積極的支援」

に階層化を行い、効果的な事業実施を目指した。 

    ｂ 実施機関  兵庫県厚生農業協同組合連合会、三田市医師会 

     ｃ 実施状況                     （ 令 和 2年 度 ） 

 利 用 券 発 行 数 実利用者数 利 用 券 利 用 率 ※ 

動 機 付 け 支 援 305件 142人 46.5％ 

積 極 的 支 援 38件 21人 55.2％ 

合 計 343件 163人 47.5％ 

※ 令和2年度中の新規利用券発行数を「利用券発行数」、初回面談終了者を「実

利用者数」としているため、法定報告の実施率とは異なる。 
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(ウ) 後期高齢者基本健康診査 

     年度末年齢75歳 以 上 の 人 及 び 65歳 以 上 74歳 以 下 で 後 期 高 齢 医 療 受

給 資格のある人を対象に、三田市国保が実施する特定健診とあわせて実施し

た。 

    ａ 検 査 項 目 及 び 実 施  

     ◇ 特 定 健 診 と 同 じ （ た だ し 、 詳 細 な 健 診 項 目 は な し ）  

ｂ 受診者数（健診結果票により算出した集計値）    （ 令 和 2年 度 ） 

 集団健診 個別健診 合計 

受診者数 804人 1,188人 1,992人 

(エ) 30歳代等基本健康診査 

   平成22年度より、早期からの健康管理に役立ててもらうため、年度末年齢30

歳代の市民を対象に、また生活保護受給者を対象に、特定健診と同じ内容の基

本健診を実施している。 

    ａ 検 査 項 目 及 び 実 施  

     ◇ 特 定 健 診 と 同 じ  

ｂ 受診者数（健診結果票により算出した集計値）    （ 令 和 2年 度 ） 

 集団健診 個別健診 合計 

受診者数 77人 44人 121人 

 

イ その他各種検診 

(ア) 各種がん検診                    （ 令 和 2年 度 ） 

種 類 対象 検査内容 方法 

受診 

者数

(人) 

要精

検者

数 

(人) 

要精 

検率 

（％） 

精検 

受診

者数 

(人) 

精密検査結果 

異常 

なし 

(人) 

がん 

又は 

疑い 

(人) 

他

疾患

(人) 

胃がん検診 35歳以上 

胃 部 エ ッ

ク ス 線 撮

影 

集団 1,347 44 3.3 31 4 0 27 

肺がん検診 

(結核検診) 

30歳以上 

（65歳以上） 

胸 部 エ ッ

ク ス 線 検

査 

集団 2,633 34 1.3 20 5 3 12 

大腸がん 

検診 
40歳以上 

便 潜 血 反

応 検 査 ２

日法 

集団 2,742 146 5.3 78 12 4 62 

前立腺がん 

検診 

50歳以上 

男性 

血液 (血清

PSA)検査        

集団 

個別 
1,451 135 9.3 39 2 2 35 

子 宮 頸 が

ん検診 

20歳以上 

女性 

子 宮 頸 部

の細胞診 

集団 

個別 
4,081 136 3.3 99 28 2 69 
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乳が

ん検

診 

マンモグラフィ

+ 

視触診 

40歳以上 

女性 

乳房エックス

線検査、視

診 及 び 触

診 

集団 

個別 
1,955 199 10.1 163 81 5 77 

視触診 
30歳以上 

女性 

視 診 及 び

触診 
個別 164 20 12.1 12 4 0 8 

 (イ) 骨粗しょう症検診 

    ａ 検診の種類  集団健診 

    ｂ 対象年齢    ３０歳以上の女性 

    ｃ 検査内容等  超音波検査による骨密度測定 

    ｄ 受診状況                  （ 令 和 2年 度 ）   

30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 合計 

12人 57人 124人 309人 451人 953人 

(ウ) 肝炎ウイルス検診（Ｂ型・Ｃ型） 

    ａ 検診の種類    集団健診・個別健診 

    ｂ 対象年齢      ４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことが 

ない方 

    ｃ 検査内容等    採血による 

    ｄ 受診状況                （ 令 和 2年 度 ）  

受診者数 
     Ｂ型     Ｃ型 

 要精検者  精検率  要精検者  精検率 

     254人 1人 0.004% 1人 0.004% 

(エ) 歯科口腔健診 

ａ 健診の種類    個別健診 

    ｂ 対象年齢      20歳・25歳・30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳 

60歳・65歳・70歳・75歳・80歳の人・妊婦             

    ｃ 検査内容等    問診、お口の健康（むし歯や歯ぐき、顎の状態など） 

及び口腔がんのチェック 

    ｄ 受診状況                   （令和2年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(オ) 胃の健康度チェック（ＡＢＣ検診） 

    ａ 検診の種類  集団健診 

    ｂ 対象年齢    ３０歳以上の市民 

20 歳 25 歳 30 歳 35 歳 40 歳 45 歳 50 歳 

113 人 39 人 52 人 71 人 64 人 70 人 81 人 

55 歳 60 歳 65 歳 70 歳 75 歳 80 歳 妊婦  

108 人 104 人 102 人 85 人 48 人 41 人 134 人  

       

要精検者 要指導者 異常なし    合計 

784 人 251 人 77 人    1,112 人 
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  ｃ 検査内容等  血液検査によるペプシノゲン検査、ヘリコバクターピロ

リ抗体検査 

    ｄ 受診状況                  （ 令 和 2年 度 ）  

30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 合計 

26人 42人 39人 100人 200人 407人 

 

(4)高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

  ＫＤＢ（国保データベースシステム）を活用し、健診・医療・介護情報を一元管 

理することにより、高齢者の健康課題を把握し、地域の高齢者への健康教室等の積 

極的な関与やリスクの高い高齢者への個別的な支援を実施。 

  令和2年度は事業内容や組織体制を検討し、事業の本格実施に向けた調整を行った。 

ア 庁内連携会議 

健康推進室室内連絡会議：2回 

  一体的実施に向けたワーキンググループ：4回 

 イ 実施事業 

 (ア)後期高齢者基本健診に高齢者の質問票を追加 

 (イ)県モデル事業の活用  

県モデル事業（フレイル対策強化推進事業・オーラルフレイル健診体制整備事業）

を活用し、地域の高齢者がフレイル予防の重要性を認識し、フレイル予防・改善のた

めの知識を習得できるよう支援を行った。 

 

５ 市民の主体的な健康づくりの推進 

  県モデル事業に採択され、三田いきいきマイレージのモデリング事業として、スマ

ホ、スマートウォッチを活用した健康管理支援事業を実施。 

（1） 対象者  主に65歳以上の市国民健康保険加入者 

※50歳以上65歳未満の市国民健康保険加入者や後期高齢者も対象 

（2） 内容   参加者がスマホアプリに入力した健診や食事等の情報とスマートウ     

ォッチによる歩数、睡眠情報を基にAIが健康アドバイスを行う。 

（3） 参加者数 39人 

 

６ 結核・感染症予防対策の充実 

(1) 結核住民検診  

ア 対象者 ６５歳以上の市民 

イ 内容  胸部エックス線検査（間接撮影） 

ウ 場所  三田市総合福祉保健センター 

※ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 対 策 の 徹 底 の た め 出 張 会 場 は 設 け ず 。 
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エ 受診状況                       （ 令 和 2年 度 ） 

受診者数 要精検者 精検率 
 精 検 

 受診者 

      精密検査結果 

異常なし 結核 要観察  その他 

1,897人 30人 1.58％ 15人 5人 0人 0人 10人 

(2) 定期予防接種 

ア  高 齢 者 に お け る 接 種 の 状 況            （ 令 和 ２ 年 度 ） 

種 別 接 種 対 象 者 接種者数 

高齢者イン

フルエンザ 

・65歳以上（接種日当日） 

・60～65歳未満であって、心臓・じん臓もしくは呼吸

器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

に障害を有する人（身体障害者手帳１級所持及び１級

相当の人） 

17,447人 

高齢者肺炎

球菌ワクチ

ン 

・令和2年4月1日～令和3年3月31日の間に65歳･70歳･

75歳･80歳･85歳･90歳･95歳または100歳に至る人 

・60～65歳未満であって、心臓･じん臓もしくは呼吸

器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

に障害を有する人（身体障害者手帳１級所持及び１級

相当の人） 

※令和元年度対象者で新型コロナウイルス感染症の発

生により令和2年3月31日までに接種できなかった人

も令和2年度の対象とした。 

※対象期間内に１回。過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサ

ッカライドワクチンを接種したことがある人は対象

外 

・65歳の方には、4月初旬に予診票を個別通知 

1,247人 

 

イ  風しんの追加的対策事業 

(ア) 目  的 

 特に抗体保有率が低い、1962 年（昭和 37 年）4 月 2 日から 1979 年（昭和

54 年）4 月 1 日生まれの男性に対し、予防接種法に基づく定期接種の対象と

し３年間原則無料で定期接種を実施 

(イ) 受診状況 

クーポン送付数 抗体検査実施数 陰性数 予防接種実施数 

4,194 人 1,076 人 260 人 214 人 

※令和 2 年度は 1966 年（昭和 41 年）4 月 2 日～1972 年（昭和 47 年）4 月 1

日生まれの男性に対して無料クーポン、抗体検査受診票を一斉送付。一斉送

付以外の対象者については、希望者に送付。 
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(3) 新型コロナウイルス感染症対策 

   ・市民が安心かつ円滑に新型コロナウイルスワクチンの接種が受けられる接種

体制確保に向けて、関係機関との調整や集団接種会場の選定など住民接種の

準備を進めた。 

・感染症法にかかる指導や助言を行う立場にある宝塚健康福祉事務所（保健所）

との連携強化 

   ・広報紙やホームページ、防災ネット等を通じ、感染症に関する相談窓口や感染

予防策、受診や相談の目安などをわかりやすくタイムリーに発信・更新 

   ・電話やメール等による健康相談 

 

７ 救急医療の充実 

(1) 休日応急診療 

休日における一次応急診療として、内科・小児科については三田市休日応急診療

センターを運営し、歯科は三田市歯科医師会の協力を得て日曜日・祝日・年末年始

に在宅当番医制による休日診療を行った。 

ア 診療体制 

休日応急診療センター：午前9時～午後5時 

歯科診療：午前9時～午後3時（１医療機関）（12月29日～31日は２医療機関） 

イ 休日応急診療受診状況（歯科以外）    

(ア) 男女別                （令和2年度） 

受診者数 男 女 

1,657人 876人 781人 

(イ) 市内・市外別            （ 令 和 2年 度 ）  

受診者数 市内 市外 

1,657人 1,262人 395人 

(ウ) 年齢別                     （ 令 和 2年 度 ）  

0～5歳 6～15歳 16～64歳 65歳以上 

570人 286人 604人 197人 

 

ウ 歯科診療受診状況     

(ア) 男女別                （ 令 和 2年 度 ）  

受診者数 男 女 

492人 290人 202人 

  

(イ) 年齢別                                 （ 令 和 2年 度 ）  

9歳以下 10～19歳 20～39歳 40～59歳 60歳以上 

62人 46人 125人 156人 103人 
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(ウ) 主訴別 （重複あり）                      （ 令 和 2年 度 ） 

腫脹・歯痛 脱  離 義歯破損 外傷 その他 

343人 75人 11人 31人 51人 

 

８ 献血の推進 

三田市役所本庁舎及び三田市総合福祉保健センターでそれぞれ年２回実施した。

また、企業、学校等の施設でも実施し、血液の確保を行った。 

(1) 献血の種類  200ｍｌ献血、400ｍｌ献血、成分献血 

(2) 献血者数                              （令和2年度） 

献血者数（三田市在住者） 対象者 

(15歳～69歳) 
献血率 

200ｍｌ 400ｍｌ 成分献血 合 計 

162人 3,563人 901人 4,626人 77,529人 6.0％ 

 

９ さんだ健康医療相談ダイヤル24（ 令 和 2年 度 ）  

  電話による24時間365日の健康医療相談窓口を設置し、健康医療相談や休日夜間の

医療機関情報を提供する。医師、保健師、看護師等の相談員が電話相談に応じる。 

 (1) 相談内容 

◇身体症状に関する健康相談 ◇病気の治療検査に関する医療相談 

  ◇急病やケガ等に対する救急医療 ◇応急処置相談 ◇医療機関情報 

 (2) 相談件数 7,948件 

 

10 ＡＥＤ設置 

三田市では、安全・安心のまちづくりの一環として、市民センターや小・中学校な

どの公共施設等に、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置している。なお、設置は緊

急時にすぐに使用できるように、原則として屋外に設置している。 

◇ 設 置 箇 所  79箇 所  
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国保医療課 

 

１国民健康保険制度 

(1)被保険者の状況 

ア 被保険者世帯数及び人数 

区     分 令和 2 年 3 月末現在 令和 3 年 3 月末現在 

全市世帯数(世帯) 46,543 46,919 

全市人口(人) 111,294 110,397 

国保世帯数(世帯) 12,515 12,667 

 退職者被保険者世帯数(世帯) 2 0 

国保被保険者数(人) 19,814 19,898 

 退職者被保険者数(人)   2 0 

世帯加入率(％) 26.88 27.00 

人口加入率(％) 17.80 18.02 

 

 

(2)保険給付の状況（令和２年度） 

ア 療養諸費用額負担区分 

＜一般被保険者分＞ 

区   分 療養の給付 療養費等 計 

件     数（件） 323,767 7,775 331,542 

費  用  額（千円） 7,754,893 70,619 7,825,512 

保険者負担額（千円） 5,677,234 52,493 5,729,727 

一部負担金（千円） 1,841,771 17,608 1,859,379 

他法負担分（千円） 235,887 518 236,405 

 

＜退職被保険者分＞ 

区   分 療養の給付 療養費等 計 

件     数（件） 0 0 0 

費  用  額（千円） 0 0 0 

保険者負担額（千円） 0 0 0 

一部負担金（千円） 0 6 0 

他法負担分（千円） 0 0 0 
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イ 療養の給付（診療費）内訳 

＜一般被保険者分＞ 

区  分 入 院 入院外 歯 科 計 

件  数(件) 5,108 168,634 39,461 213,203 

日  数(日) 82,871 240,663 68,279 391,813 

費用額(千円) 2,961,651 2,559,565 534,426 6,055,642 

一件当日数(日) 16.22 1.43 1.73 1.84 

一件当費用額(円) 579,806 15,178 13,543 28,403 

一人当費用額(円) 147,273 127,278 26,575 301,126 

※入院の費用額に食事療養費含む。 

 ※一人当費用額の算定には、年度平均の被保険者数 20,110 人を使用 

＜退職被保険者分＞ 

区  分 入 院 入院外 歯 科 計 

件  数(件) 0 0 0 0 

日  数(日) 0 0 0 0 

費用額(千円) 0 0 0 0 

一件当日数(日) 0 0 0 0 

一件当費用額(円) 0 0 0 0 

一人当費用額(円) 0 0 0 0 

※入院の費用額に食事療養費含む。 

   

 

ウ 保険給付件数及び費用額 

区   分 件数(件) 費用額(千円) 

 

一
般
被
保
険
者
分 

療養の給付 

 

診 療 費 213,203 6,055,642 

調 剤 支 給 109,937 1,500,631 

食 事 療 養 費 

件数のみ（）内に再掲 
(4,800) 149,357 

訪問看護療養費 627 49,262 

小  計① 323,767 7,754,892 

療養費等 

 

診 療 費 268 1,903 

柔道整復療養費他 7,467 68,716 

小  計② 7,735 70,619 

療養諸費計（③＝①＋②） 331,502 7,825,511 

高 額 療 養 費 ④ 12,244 835,574 

 合  計（⑤＝③＋④） 343,746 8,661,085 
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区   分 件数(件) 費用額(千円) 

退
職
被
保
険
者
分 

療養の給付 

 

診 療 費 0 0 

調 剤 支 給 0 0 

食 事 療 養 費 

件数のみ（）内に再掲 
0 0 

訪問看護療養費 0 0 

小  計⑥ 0 0 

療養費等 

 

診 療 費 0 0 

柔道整復療養費他 0 0 

小  計⑦ 0 0 

療養諸費計（⑧＝⑥＋⑦） 0 0 

高 額 療 養 費 ⑨ 0 0 

 合  計（⑩＝⑧＋⑨） 0 0 

そ
の
他

の 

保
険
給
付 

出産育児一時金 46 19,272 

葬 祭 費 119 5,950 

傷病手当金 1 216 

結核医療付加金 24 12 

合    計⑪ 190 25,450 

総   計（⑤＋⑩＋⑪） 343,936 8,686,535 

  

(3) 介護納付金の状況 

区    分 
令和 2 年 

3 月末現在 

令和 3 年 

3 月末現在 

介護保険第２号被保険者数（人） 5,504 5,390 

 
一般被保険者（人） 5,504 5,390 

退職被保険者（人） 0 0 

    

(4) 国民健康保険税の状況 

ア 保険税率（令和２年度） 

 
応能割額 応益割額 課税限度額 

（万円） 所得割額（％） 均等割額（円） 平等割額（円） 

医療分 6.56 26,700 21,100 63

支援分 2.52 11,000 8,100 19

介護分 2.49 11,500 5,900 17
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イ 保険税調定額 

《医療給付費分》                     （単位：円） 

区分 
令和元年度 令和２年度 

一人当たり 一世帯当たり 一人当たり 一世帯当たり 

一般分 66,241 105,665 68,465 108,219

退職分 38,254 107,110 0 0

計 66,222 105,666 66,465 108,219

 

《後期支援金分》                     （単位：円） 

区分 
令和元年度 令和２年度 

一人当たり 一世帯当たり 一人当たり 一世帯当たり 

一般分 26,605 42,439 26,379 41,695

退職分 15,878 44,458 0 0

計 26,598 42,440 26,379 41,695

 

《介護納付金分》                     （単位：円） 

区分 
令和元年度 令和２年度 

一人当たり 一人当たり 

一般分 27,050 26,254 

退職分 19,134      0 

計 27,035 26,254 

 

 

ウ 保険税収納率 

《医療給付費分》 

区  分 
令和元年度 令和２年度  

収納率(%) 収納率(%) 対前年 

一般 
被保険

者 

現年分 96.19 96.81 0.62

滞納分 22.66 22.81 0.15

計 81.15 83.62 2.47

退職 
被保険

者 

現年分 90.12 0 △ 90.12

滞納分 22.04 17.71 △ 4.33

計 26.10 17.71 △ 8.39

合 計 

現年分 96.19 96.81  0.62

滞納分 22.64 22.71 0.07

計 80.85 83.39 2.54
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《後期支援金分》 

区  分 
令和元年度 令和２年度  

収納率(%) 収納率(%) 対前年 

一般 
被保険

者 

現年分 96.17 96.78 0.61

滞納分 24.80 25.79 0.99

計 86.98 87.83 0.85

退職 
被保険

者 

現年分 90.26 0 △90.26

滞納分 20.14 18.78 △1.36

計 28.49 18.78 △9.71

合 計 

現年分 96.17 96.78 0.61

滞納分 24.71 25.67 0.96

計 86.80 87.68% 0.88

 

《介護納付金分》 

区  分 
令和元年度 令和２年度  

収納率(%) 収納率(%) 対前年 

一般 
被保険

者 

現年分 94.14 94.84 0.70

滞納分 22.38 22.13 △0.25

計 75.80 76.99 1.19

退職 
被保険

者 

現年分 92.22 0 △92.22

滞納分 20.96 16.96 △4.00

計 27.81 16.96 △10.84

合 計 

現年分 94.13 94.84 0.71

滞納分 22.33 21.97 △0.37

計 75.30 76.52 1.22

 

エ 口座振替の状況 

（ア）納税義務者数の割合   63.73％（前年  63.19％） 

（イ）納税額の割合      67.56％（前年  67.08％） 

 

(5) 国民健康保険運営協議会 

ア 委員数     １２名 

・被保険者を代表する委員           ４名 

・保険医又は保険薬剤師を代表する委員     ４名 

・公益を代表する委員             ４名 

イ 開催日 

令和 2 年 7 月 30 日、令和 2 年 12 月 25 日、令和 3 年 1 月 14 日 
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２ 後期高齢者医療制度 

(1) 被保険者数（令和３年３月末現在） 

    12,406 人 

 

(2) 後期高齢者医療制度の自己負担限度額について 

区分 

一部

負担

金の

割合 

自己負担限度額 

(月額) 
入院時の食

事代の標準

負担額(１

食当たり) 

該 当 条 件 個人単

位 

(外来) 

世帯単位(入院含む) 

現
役
並
み
所
得
者 

3 割 

現
役
並
み 

所
得
者

Ⅲ 

252,600円＋ 

（総医療費－842,000円）×

１％ 

[140,100円] 

※１ 

460 円 

※２ 

同一世帯に住民税課税所得 145 万円以

上※４の被保険者がいる世帯の者※５ 

・「現役並み所得者Ⅲ」…住民税課税所得

690万円以上の被保険者がいる世帯の者 

・「現役並み所得者Ⅱ」…住民税課税所得

380万円以上の被保険者がいる世帯の者 

・「現役並み所得者Ⅰ」…住民税課税所得

145万円以上の被保険者がいる世帯の者 

 

◆ただし、住民税課税所得145万円以上で

も収入が一定の金額に満たない者は、市

の担当窓口に申請することにより「一

般」の区分となる。 

○同一世帯に被保険者が一人の場合 

 被保険者の収入…383万円  

○同一世帯に被保険者が一人（収入383

万円以上）で70歳以上75歳未満の方

がいる場合 

被保険者と70歳以上75歳未満の

方全員の収入合計…520万円 

○同一世帯に被保険者が複数いる場合 

被保険者全員の収入合計…520 万

円 

現
役
並
み 

所
得
者

Ⅱ 

167,400円＋ 

（総医療費－558,000円）×

１％ 

[93,000円] 

※１ 

現
役
並
み 

所
得
者

Ⅰ 

 

80,100円＋ 

（総医療費－267,000円）×

１％ 

[44,400円] 

※１ 

一般 

1 割 

18,000 円 

(年間上限 144,000

円) 

57,600 円 

[44,400円] 

※１ 

「 現 役 並 み 所 得 者 」、「 低 所 得

Ⅱ」、「低所得Ⅰ」以外の者 

低
所
得 

Ⅱ 

 

 

 

 

 

24,600 円 

210 円 

[160 円] 

※３ 

世帯員

全員が 

住民税

非課税 

「低所得Ⅰ」以外の者 
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Ⅰ 

8,000 円 

15,000 円 100 円 

各所得が必要経費・控除（年金

の所得は控除額を80万円として

計算）を差し引いたときに 0 円

となる者、または、老齢福祉年

金の受給者 

※１ ［］内は過去 12 ヵ月以内にすでに 3 回以上高額療養費が支給されている場合、

4 回目からの額 

※２ 指定難病の人については 260 円。また、平成 28 年 3 月 31 日において 1 年以上

継続して精神病床に入院していた人で平成 28 年 4 月 1 日以降も引き続き入院し

ている人は当分の間、260 円となります。 

※３ ［］内は過去 12 ヵ月の入院日数が 90 日を超える場合、91 日目からの額（申請

が必要） 

※４ 平成 24 年 8 月 1 日以降は、療養の給付を受ける日の属する年の前年（1 月から

7 月までの場合は前々年）の 12 月 31 日時点で、後期高齢者医療被保険者が世帯

主で、同一世帯に合計所得が 38 万円以下の 19 歳未満の者がいる場合、住民税

課税所得額から、下記の金額の合計額を控除した金額により、負担割合を判定

します。 

   ・16 歳未満の者の人数×33 万円  ・16 歳以上 19 歳未満の者の人数×12 万円 

※５ 平成 27 年 1 月 1 日以降は、昭和 20 年 1 月 2 日以降生まれの被保険者がいる世

帯は、住民税課税所得額 145 万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除（33

万円）後の総所得金額等の合計額が 210 万円以下であれば、１割負担となりま

す。 

 

(3) 後期高齢者医療保険料の状況 

ア 保険料収納率 

区  分 
令和元年度 令和２年度 

収納率(%) 前年比(%) 収納率(%) 前年比(%) 

現年度分 99.59 100.04 99.77 100.18

滞納繰越分 41.36 89.83 43.77 105.83

合  計 99.13 100.05 99.39 100.26

イ 口座振替の状況 

（ア）納税義務者数の割合   71.69％（前年 69.76％） 

（イ）納税額の割合      78.09％（前年 76.16％） 

 

３ 福祉医療制度 

(1) 福祉医療助成制度（令和２年度）の概要 

 対象 所  得  制  限 公費負担額 参 考 

高
齢
期
移
行 

65歳～69 歳の

者 

・所得制限あり 

・前年中の所得で住民税が非課税世帯に

属し、本人の年金収入と他の所得を加え

た額が80万円以下の方。ただし、昭和27

年7月1日以降生まれの人は、所得によっ

ては要介護２以上の認定が必要。 

健康保険自己負担額から

福祉医療費一部負担金を

差し引いた額 

補助率 

 

県 50％ 
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乳
幼
児
等

・
こ
ど
も 

０歳～就学前 

 

・所得制限なし 

 

入院・外来共＝健康保険

自己負担額の全額 

補助率 

 

県 50％ 

小学校１年生

～ 

中学校３年生 

・所得制限なし 

通院 

健康保険自己負担額から

所得に応じた福祉医療費

一部負担金を差し引いた

額（ただし、低所得者は

一部負担金なし。） 

入院 

健康保険自己負担額の全

額 

補助率 

０歳～小３ 

県 50％ 

 

小４～中３ 

入院：県100% 

通院：県50% 

 (市単独分

を除く) 

重
度
障
害
者 

後期高齢者医

療制度に加入

していない身

体障害者手帳1

～3級、精神手

帳1級及び療育

Aの認定者  

・所得制限あり 

・本人と配偶者、扶養義務者それぞれの

市区町村民税所得割額が23万5千円未満 

(ただし、住宅借入金等特別控除・寄付

金税額控除の控除前の税額) 

 

健康保険自己負担額から

福祉医療費一部負担金を

差し引いた額 

補助率 

 

県 50％（市

単独分を除

く） 

 

高
齢
重
度
障
害
者 

後期高齢者医

療制度に加入

している65歳

以上 の身体障 

害者手帳 1～3

級、精神手帳1

級及び療育Aの

認定者 

・所得制限あり 

・本人と配偶者、扶養義務者それぞれの

市区町村民税所得割額が23万5千円未満 

(ただし、住宅借入金等特別控除・寄付

金税額控除の控除前の税額) 

 

後期高齢者医療制度によ

る医療費の自己負担金か

ら福祉医療費一部負担金

を差し引いた額 

補助率 

 

県 50％（市

単独分を除

く） 

 

母
子
・
父
子
・
遺
児 

18歳到達後の

最初の３月末

までの児童を

養育する父母

及び児童・遺児 

ただし高校等

在学中の場合

は20歳到達月

末まで 

・所得制限あり 

・父母等扶養義務者の所得限度額は、 

192万円 

・扶養１人につき38万円の加算 

 
 

健康保険自己負担額から
福祉医療費一部負担金を
差し引いた額 

補助率 

 

県 40％（市

単独分を除

く） 
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 (2) 福祉医療助成の実績 

ア 県制度分                 ※受給者数は令和２年度末時点 

種  別 老人医療 
重度障害者

医療 

高齢重度 

障害者医療 

母子家庭等 

医療 

乳幼児等 

医療 

こども 

医療 

現

物 

件数(件) 1,779 16,902 17,007 4,206 73,008 32,636 

金額(円) 2,898,814 104,841,977 87,614,022 11,399,663 92,376,842 30,052,841 

償

還 

件数(件) 104 1,136 1,399 273 945 1,062 

金額(円) 253,139 8,809,623 5,202,620 560,451 4,336,488 1,379,487 

合

計 

件数(件) 1,883 18,038 18,406 4,479 73,953 33,698 

金額(円) 3,151,953 113,651,600 92,816,642 11,960,114 96,713,330 31,432,328 

受給者数(人) 106 931 863 399 7,139 4,190 

 

 

イ 市単独事業分 

種  別 
重度障害者 

医療 

高齢重度 

障害者医療 

母子家庭等 

医療 

乳幼児等 

医療 

こども 

医療 

現

物 

件数(件) 4,251 6,686 3,626 17,008 16,706 

金額(円) 26,740,053 30,286,097 8,038,533 82,059,505 76,524,280 

償

還 

件数(件) 255 439 277 245 405 

金額(円) 1,719,196 1,626,812 540,854 1,372,433 2,713,241 

合

計 

件数(件) 4,506 7,125 3,903 17,253 17,111 

金額(円) 28,459,249 31,912,909 8,579,387 83,431,938 79,237,521 

受給者数(人) 202 308 423 1,804 1,985 

※市単独事業対象者 

 〇(高齢)重度障害者医療 

 ・身体障害者手帳３級 

  ・県制度対象障害等級の対象者で、本人と配偶者、扶養義務者それぞれの市民税所得割額が

２３万５千円未満、かつ、その合計が２３万５千円以上の場合（県対象は本人と配偶者、扶養義務

者の市民税所得割額の合計が２３万５千円未満） 

 〇乳幼児等・こども医療費 

  ・県制度所得制限超過者 

 〇母子家庭等医療費 

  ・県制度所得制限超過者 

  


